
厚木市観光振興計画の改定（案）に対するパブリックコメントについて 

 

１ 意見募集期間 

平成 28 年 12 月 9 日（金曜日）から平成 29 年 1 月 16 日（月曜日）まで 

 

２ 意見の件数等 

(1) 意見をいただいた人数  ８人 

(2) 意見の件数       ８件 

 

３ 意見の反映状況 

No 反映区分 件数（件） 

1 条例・計画等に反映させたもの 0 

2 意見の趣旨が既に条例・計画等に盛り込まれているもの 4 

3 今後の取組において参考にするもの 2 

4 条例・計画等に反映できないもの 0 

5 その他（感想・質問） 2 

 合計 8 

 

４ 意見と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

第３章 調査に見る本市の現状及び課題 

１ 

 「１ 調査に見る本市の現状」

で、本計画策定のために実施した

調査（Web 調査、外国人観光客モ

ニター調査、関係団体ヒアリング

調査）について、もう少し詳しく

記載してほしい。 

 調査結果については、市ホー

ムページでの計画公開に合わ

せ、別途詳細に公開します。 
５ 

第４章 計画改定の基本方針・目標と具体的施策 

２ 

５つの項目を重点的視点とし

て取り上げているが、その背景は

どこに記載されているか。 

重点的視点とした背景につい

ては、計画に記載の本市の現状

や課題から今後、特に重点を置

き、取り組むべきものとして整

理したものです。 

※P46～53 

２ 

３ 

長期的に観光客を呼び込める

ものに投資を集中すべきだと思

う。 

本計画については、近年の環

境変化を捉えた中で、これらに

対応すべき必要な具体的施策を

定めたものであり、長期的な施

策も含め、今後、本計画に基づ

き、積極的に展開をすることに

より、観光振興を図ります。 

３ 



№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

４ 

観光の主流は、体験型観光にシ

フトしている。市としても今後は

体験型観光を意識した施策に取

り組んでほしい。 

体験型観光については、今後

の主流と認識しており、第４章

５の具体的施策において、様々

な体験型の施策を計画していま

す。 

※P58～72 

２ 

５ 

外国人向けの体験ツアーやモ

ニターツアーのような試みを今

後も継続し、観光商品の企画につ

なげてほしい。 

観光モニターツアーの実施に

ついては、第４章５の具体的施

策において計画しており、その

中でいただいた御意見を商品企

画に活用します。 

※P62 柱２）イ 

２ 

６ 

羽田空港の 24 時間営業化に対

応したバス運行の検討を含め「空

港との連携強化」などの施策があ

ってもよいのではないか。 

御意見については、第４章５

の施策の方向に基づき、今後の

ニーズを踏まえ検討します。 

 

３ 

第５章 推進体制 

７ 

計画書をまとめて終わりでは

なく、その中に記載されたことを

一つでも二つでも実行するよう、

実行性の確保を重視してほしい。 

第５章「推進体制」で定めた

とおり、観光振興推進委員会に

おいて、計画の推進とＰＤＣＡ

サイクルに基づく計画の進行管

理を徹底します。 

※P74 ２ 

２ 

８ 

具体的施策を進めるに当たり、

他部署との連携を図ってほしい。 

御意見を踏まえ、庁内連携を

図りつつ、計画の実効性の確保

に努めます。 
５ 

※計画本編の該当ページ等を記載しています。 

５ お問い合わせ先 

（１）担当課名    観光振興課 

（２）連絡先     （046）225-2820 

 

６ 結果公開日 

平成 29 年３月 21 日 公開 


